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医療機関ＩＴネットに係るオンライン結合について（答申） 

 

 平成２６年３月１２日付け健福第１３４１号で諮問のあった下記１について、  

下記２のとおり答申します。 

記 

 

１ 医療機関ＩＴネットに係るオンライン結合 

（１）当初の諮問 

   平成２４年８月３０日付け健福第６８５号で諮問があり、同年１２月１７日 

付け答申第１２２号で答申した。 

（２）本件諮問 

   上記（１）の答申後、平成２５年度から運用している医療機関ＩＴネットの  

システム変更について、平成２６年３月１２日付け健福第１３４１号で本件諮問

があった。 

 

２ 答申の内容 

  実施を認める。 

  ただし、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いに関するガ

イドライン等を作成すること。 

  また、医療機関ＩＴネットの運用状況について、少なくとも年１回、当審議会へ

報告し意見を聴くこと。 

 

 

 

 


